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第２２期第８回 佐賀県有明海区漁業調整委員会 議事概要 

 
１ 日  時   令和４年１月２６日（水） １５時００分から 

 

２ 場  所   佐賀県水産会館「大会議室」 

 

３ 出 席 者   佐賀県有明海区漁業調整委員会 

会      長  西久保   敏 

委      員  古 賀 善 治 

〃     井 口 繁 臣 

〃     中 野 正 利 

〃  中 山   薫 

〃     中 島   龍 

〃     川 下   始 

〃     竹 下 泰 彦 

〃  古 賀 秀 昭 

〃        井 上 亜 紀 

 

４ 臨 席 者     佐賀県有明海漁業協同組合 
指 導 課 長   中 島   光 
指 導 課  糸 山 亮 平 

佐 賀 県 水 産 課  

漁業調整担当係長  寺 田 雅 彦 

佐賀県海区漁業調整委員会事務局 

事 務 局 長   江 口 泰 蔵 

主 査  増 田 健 斗 

 

５ 議題及び議決事項 

（１）刺網漁業等の許可方針について（協議） 

⇒ 原案の一部を修正する意見が出された。 

（２）海区漁業調整委員会委員に係る旅費制度の変更について（報告） 

⇒ 事務局から報告が行われた。 

（３）その他 

⇒ 事務局から次回の委員会の日程等について説明が行われた。 

 

６ 各議題の説明者及び質疑応答の概要 
（１）説明者 

議題１・２ 増田主査 
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（２）質疑応答 

【議題（１）について】 

（井上委員）刺網等の承継許可を「２親等以内の親族」というように血縁関係だけで

制限することは漁業法の趣旨に反するのではないでしょうか。 

（井口委員）高等水産講習所で新規就業者を育成している状況の中で、新規就業者が

許可を取れないような優先順位は良くないと思います。 

（中野委員）あくまで優先順位なのでこれでよいのではないでしょうか。 

 ⇒ （増田主査）優先順位の設定については、いただいたご意見を基に再度、水産

課の方で検討を行い、３月の委員会にて諮問させていただきます。 

 

  （井上委員）あんこう網以外の漁業については、許可の上限数に余裕を持たせている

ようですが、あんこう網には余裕枠を持たせなくてよいのでしょうか。 
   ⇒ （増田主査）あんこう網漁業は従来より「新規許可は原則として認めない」と

し、徐々に許可の上限数を減らしてきており、将来においては許可をなくす方

向性としているため、現在の許可者数を上限数としております。 
 
  （古賀秀昭委員）あんこう網の漁具数の制限については、使用する漁具の数の制限で

あり、所有する漁具の数を制限するものではないという理解でよろしいでしょうか。 
   ⇒ （増田主査）はい、そのとおりです。 
 
  【議題（２）について】 
   質疑なし 


